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ふ る さ と 発 見 ウ ォ ー ク

【お問い合わせ】　南風原町立中央公民館　　☎889-0568

【お問い合わせ】　保健福祉課　☎889-4416
（霜田、金城、末永、赤嶺）

　南風原町教育委員会では、町内の史跡等を巡ることでまちの良さを発見し、まちへの愛着心を育む
「ふるさと教育」、地域住民が参加することで「地域の絆づくり」、を目的に『南風原ふるさと発見ウォー
ク』を実施します。今回は津嘉山地域を歩きますので、家族、友達と一緒に歩いて、自分たちのふるさ
との事を発見しましょう！

　介護予防の基礎知識について学び、自ら介護予防
に取り組むと共に、地域への介護予防の輪を広げて
いただくための講座を開催します。

　簡易診断の申し込みのあった住宅へ簡易診断技術者を
派遣し、外観やコンクリートなどの劣化状況を調べ、判
定の結果を所有者へ説明し、判定報告書を交付します。
国の補助事業を活用しているため、所有者が支払う簡易
診断費用は1万円（税別）となります。

ふ る さ と 発 見 ウ ォ ー ク
■目　的

平成 30年 1月 27日（日）　9時～12時
津嘉山地域振興資料館（旧津嘉山公民館）

■日時・集合場所

津嘉山街並みコース（60分）
飛び安里コース（90分）　

■コース

町民及び南風原町に関心のある方　
■参加対象

無　料  
■参加費　

完歩したグループには、
完歩賞を授与します。

■表　彰

1月7日（月）～1月21日（月）の
期間に、中央公民館またはメール
で受付します。
詳しくは町ホームページをご覧
ください。

■申込方法

平成30年度
一般介護予防事業
介護予防リーダー養成講座

受講生募集

場　所　ちむぐくる館
時　間　毎週火曜日　14時～16時
開催日　2月12日、19日、26日、3月5日
定　員　30～50名
参加費　無料

内　　容
介護予防講話(運動、認知症予防、栄養等)、健康体操の実技 他

対 象 者
介護予防に関心がある町内在住の40歳以上の方

申込方法
電話にて受け付けます。

申込期間
平成31年1月7日～平成31年2月7日
持参する物
筆記用具、運動しやすい服装(運動実技)

簡易診断の概要

【お問い合わせ】　
NPO沖縄県建築設計サポートセンター
浦添市安波茶1-32-13　大平インタービル
☎ 879-1020　FAX:879-1026
http://www.okiken.asia/ info@okiken.asia
 
沖縄県土木建築部建築指導課
那覇市泉崎1-2-2
☎ 866-2413　FAX:866-3557
http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/shido/

募集の条件など、詳細は下記にご連絡ください。

かぼちゃ畑

津嘉山地域振興資料館

「飛び安里」初飛翔顕彰記念碑

昭和56年5月以前に着工された
住宅にお住まいの方へ

住まいの
簡易診断が行えます
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20歳になったら国民年金へ加入を！
～国民年金からのお知らせ～

20歳になったら国民年金へ加入を！
20歳以上 60歳未満の方は、国民年金へ加入する義務があります。
新成人をむかえた皆さん、お手続きはお済みですか？
お済みでない場合は、那覇年金事務所または南風原町役場にて手続きを行ってください。

国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、
働いている世代みんなで支えようという考えから作られた仕組みです。
平成30年度の国民年金保険料は、お一人様、1ヶ月あたり 16,340 円です。

国民年金とは？

国民年金の納付が難しい場合、保険料の免除・猶予申請を行うことができます。

●学生納付特例制度
学生の場合、本人の所得が一定以下のときに国民年金保険料の納付が猶予されます。
対象は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各
種学校（修業年限 1年以上である課程）
一部の海外大学の日本分校に在学する学生です。        
●免除申請
学生でない 60 歳未満の方で、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定以下の場合や失業など
の理由がある場合に、保険料の納付が全額または一部免除されます。

●納付猶予制度
学生でない50歳未満の方で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予されます。

保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受けとることが
できなくなる場合があります。

納付が難しい場合は、免除・猶予の申請を行ってください。

申請、ご相談は以下2ヶ所にて行っております。
南風原町　国保年金課（☎889-1798）

または
那覇年金事務所（☎855-1113　ダイヤル 1→2）

もしも月々の納付が難しい場合・・・


